
学 校 運 営 課 
 

施設係 

 

１ 学校施設の主要な工事等に関する事項 

(1)  学校建設費：工事 

 ア 小学校（10.2.5） 

(ア) 校舎等改修工事（上向台小学校校舎等大規模改造工事第一期）（繰越明許費） 

（イ）校舎増築等工事（田無小学校校舎増築等工事） 

 

 イ 中学校（10.3.5）（繰越明許費） 

(ア) 特別教室空調設備設置工事(田無第一・保谷・田無第二・ひばりが丘・田無第三・柳沢・田無第四・

明保中学校) 

  (イ) 建設工事（（仮称）第10中学校） 

 

(2)  施設維持管理費：工事 

  ア 小学校（10.2.1） 

(ア)  水飲栓直結給水化工事（栄小学校）  

(イ)  消防設備改修工事（保谷第二・碧山小学校） 

(ウ)  教室改修工事（保谷第一・向台・谷戸第二・東・柳沢小学校） 

(エ)  屋上防水等改修工事（碧山小学校） 

(オ)  防犯カメラシステム更新工事（全小学校） 

(カ)  プール循環浄化装置取替工事（向台小学校） 

(キ)  プール改修工事（碧山・東伏見・上向台小学校） 

(ク)  体育館床改修工事（谷戸第二小学校） 

(ケ)  遊具設置工事（東小学校） 

 

イ 中学校（10.3.1） 

(ア)  体育館床等改修工事（田無第一・明保中学校） 

(イ)  プール改修工事（田無第二中学校） 

(ウ)  校庭散水用ポンプ取替等工事（田無第一中学校） 

(エ)  校門改修工事（柳沢中学校） 



２ 西東京市西原総合教育施設に関する事項 

 (1) 施設状況 

会議室
等の数 
（室） 

その他 
の施設 
（室） 

構造別建物面積（㎡） 

屋内運動場
（㎡） 

校地面積 
（㎡） 

鉄筋コンク 
リ ー ト 造 

鉄骨そ 
の他造 

木造 合計 

９  ６  4,470  131  ０  4,601  823  13,200  

  

(2) 会議室等の利用状況（延べ人数） 

区 分 利用者数 

第一会議室 4,293  

第二会議室 1,165  

第三会議室 432  

第四会議室 3,294  

第二小会議室 200  

学 習 室 Ａ 102  

学 習 室 Ｂ 591  

自 習 室 Ａ 170  

自 習 室 Ｂ 221  

合 計 10,468  

 



保健給食係 

 

１ 日本スポーツ振興センター災害共済給付に関する事項（10.2.4、10.3.4） 

学  校  名  請 求 件 数 (件)  給 付 金 額 (円) 

田 無 小 学 校            

保 谷 小 学 校            

保 谷 第 一 小 学 校            

保 谷 第 二 小 学 校            

谷 戸 小 学 校 

東 伏 見 小 学 校 

中 原 小 学 校 

向 台 小 学 校 

碧 山 小 学 校 

芝 久 保 小 学 校 

栄 小 学 校 

谷 戸 第 二 小 学 校 

東 小 学 校 

柳 沢 小 学 校 

上 向 台 小 学 校 

本 町 小 学 校 

住 吉 小 学 校 

け や き 小 学 校            

21 

８ 

23 

18 

15 

38 

25 

38 

19 

18 

17 

32 

14 

21 

13 

９ 

11 

13 

182,176 

103,728 

209,404 

162,432 

161,340 

465,290 

446,500 

306,352 

208,282 

114,954 

123,944 

384,916 

94,524 

166,202 

119,398 

88,436 

93,136 

340,224 

小 学 校 計 353 3,771,238 

田 無 第 一 中 学 校 

保 谷 中 学 校 

田 無 第 二 中 学 校 

ひ ば り が 丘 中 学 校 

田 無 第 三 中 学 校 

青 嵐 中 学 校 

柳 沢 中 学 校 

田 無 第 四 中 学 校 

明 保 中 学 校 

37 

49 

14 

31 

14 

34 

25 

34 

54 

607,311 

733,099 

331,660 

473,837 

406,828 

314,280 

247,740 

453,278 

925,070 

中 学 校 計 292 4,493,103 

合     計 645 8,264,341 

※平成29年度請求に対する給付額



２ 西東京市立学校給食運営審議会に関する事項（10.1.2） 

  (1) 西東京市立学校給食運営審議会委員（校長の代表１人、副校長の代表１人、給食主任の代表２人、栄

養士の代表２人、児童・生徒の保護者の代表８人、学識経験者２人） 

※根拠法令：西東京市立学校給食運営審議会条例 

(2) 会議の開催状況 

全体会 ５回（平成29年５月22日、６月29日、10月26日、平成30年１月11日、２月22日） 

主な審議事項 中学校給食について 

 

３ 学校給食調理業務民間委託校（10.2.4、10.3.4） 

  実施校 14校  田無・保谷・保谷第一・保谷第二・谷戸・中原・向台・碧山・芝久保・栄・柳沢・上

向台・本町・住吉小学校（田無・保谷第一・保谷第二・谷戸・碧山・柳沢・上向台・

本町・住吉小学校では、中学校給食調理を併せて実施） 

 


